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１．はじめに
　文部科学省は、産学官連携活動の推進及び大学等
と企業の共同研究成果が社会実装に繋がる可能性を
高めることを目的として、平成28年度の「大学等に
おける知的財産マネジメント事例に学ぶ共同研究等
成果の取扱の在り方に関する調査研究」事業におい
て、大学等と企業が１対１で行う個別型共同研究の

契約についての11類型のモデル契約とモデル選択に
あたっての考慮要素から成るツール（「個別型さく
らツール」１）を、続いて平成29年度の「オープン＆
クローズ戦略時代の共同研究における成果取扱いの
在り方に関する調査」事業（「文科省平成29年度事
業」）において、複数の大学等や民間企業が参画した
コンソーシアム型共同研究の契約についての５類型
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のモデル契約とモデル選択にあたっての考慮要素か
ら成るツール（「コンソーシアム型さくらツール」２）
を策定している。文科省平成29年度事業の報告書に
おいては、共同研究におけるデータの取扱いについ
ての考え方に言及するとともに、データの取扱いに
関する規定を持たなかった「個別型さくらツール」
についても、データの取扱いに関する規定をモデル
契約に追加する改訂を行っている。これらの「さく
らツール」におけるデータの取扱いに関する考え方
には、経済産業省が平成29年5月に公表した「デー
タの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」３

（「平成29年経産省ガイドライン」）が適宜参考にされ
ている。
　他方、経済産業省からは、平成30年６月15日に、
「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」４

（「AI・データ契約ガイドライン」）が公表されてい
る。当該ガイドラインは、「データ編」と「AI編」か
ら成り、それぞれにつき、本編のほか、モデル契約
書案、作業部会で検討した実際のユースケース集か
ら構成されている。このうち「データ編」だけでも
170頁を超え、データ契約を検討するに当たっての
法的な基礎知識やデータ契約の類型ごとの論点等が
整理されるなど、上記平成29年経産省ガイドライン
と比較して一層充実した内容となっている。
　そこで、本稿においては、「AI・データ契約ガイ
ドライン」のうち「データ編」（「データ契約ガイド
ライン」）の契約条項例等を概観した上で、「さくら
ツール」策定後に公表された同ガイドラインの考え
方を「さくらツール」のモデル契約の枠組みの中で
大学等と企業の共同研究に導入していくために、同
ガイドラインにおいて示された契約条項例を「さ
くらツール」のモデル契約に組み入れる一例を示す。
なお、紙面の関係上、後述するように契約条項例の
示されていない「データ共用型（プラットフォーム
型）」のデータ契約については、軽く触れるにとどめ
る。

２．「データ契約ガイドライン」の概要
（１）「データ契約ガイドライン」の構成

「データ契約ガイドライン」は、①データ契約を
検討するにあたっての前提となる法的な基礎知識
の説明（同ガイドライン第３）、②後述する「デー

タ提供型」、「データ創出型」、「データ共用型（プ
ラットフォーム型）」という各契約類型について
の説明（同ガイドライン第４〜第６）、③このう
ち「データ提供型」と「データ創出型」に関して
主な契約条項例５（同ガイドライン第７）から成り、
さらに、④別添１では産業分野別のデータ利活用
事例を紹介し、⑤別添２では作業部会において検
討対象となったユースケースごとにデータ契約の
在り方をめぐる論点につき説明がなされている。

（２）「データ契約ガイドライン」とデータの「利用

権限」

各契約類型の具体的内容について述べる前に、
「データ契約ガイドライン」がデータをどのよう
に法的に位置づけているかを簡潔に整理する。こ
の点、同ガイドラインは、「著作権等の知的財産
権が発生する場合は別として、わが国の現行法上、
データに所有権その他の物権的な権利を観念する
ことはできない。」（同ガイドライン第３の１（２））
と述べており、データに関する権利は、無関係な
第三者に対しても通用可能な排他的な権利ではな
く、契約当事者間で一方の当事者が他の当事者に
対してデータの「利用権限」を主張することがで
きる債権的な地位として取り扱われる６。
「データ契約ガイドライン」は、データの「利用
権限」の内容について、総論的な定義付けは行っ
ておらず、「データ提供型」契約に関する解説の
中で「データの『利用権限』とは、データの利用権、
保有・管理に係る権利、複製を求める権利、販売・
権利付与に対する対価請求権、消去・開示・訂正
等・利用停止の請求権等の契約に基づいて発生す
る権利を自由に行使できる権限のことを意味す
る。」と述べるにとどまる（同ガイドライン第４の
１（１））。また、「データ提供型」契約及び「デー
タ創出型」契約のいずれの契約条項例においても
「利用権限」の定義規定は設けていない。このよう
に、同ガイドライン上は、当事者が有するデータ
の「利用権限」の内容は、契約当事者が、利用目
的、第三者提供（譲渡又は利用許諾）の可否、加
工等の可否等の観点７から、契約の中で具現化す
べきものとして整理されている８。そのため、特
許権や著作権のように、当該権利がどの当事者に


